
　　　　

令和6 年 8 月 5 日

9 時 30 分から 18 時 30 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等
・学校が夏季休暇中のお楽しみイベント（過去にはBBQ、海水浴、サーカス鑑賞などを行っている）
・学校が冬季休暇中のお楽しみイベント（過去には鍋パーティーなどを行っている）
・その他機会があれば多様な場所を訪れ、こどもたちにさまざまな体験や経験を提供している。

家族支援
・定期的な面談等により、子育てに関する困りごとに対する相談援助を行う。
・家族のレスパイトの時間の確保や就労等による預かりニーズに対応するため
の延長支援を提供する。

移行支援
・進路や移行先の選択について、本人や家族への相談援助・情報提供や移行先の見学調整を
行う。また、移行先との支援方針・支援内容の共有や、こどもの状態・親の意向・支援方法
についての伝達を行う。

地域支援・地域連携
・こどもに支援を行う発達障害者支援センターや地域生活支援拠点等との連
携、こどもが利用する障害児相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、他の
障害児通所支援事業所との生活支援や発達支援における連携を行う。

職員の質の向上
・毎月のミーティング、定期的な研修により学びの機会を提供する。
・職員の資格取得を積極的にサポートし、こどもに対してより深く質の高
い支援が行える環境を整える。

支　援　内　容

・衣服の調節、室温の調節や換気、病気の予防や安全への配慮を行う。
・生活に必要な基本的技能を獲得できるよう、生活の場面における環境の工夫を行いながら、こどもの状態に応じて適切な時期に適切な支援をする。
・調理活動などにより基本的な生活スキルの獲得を支援する。

・野外活動などにより日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢・下肢の運動・動作の改善及び習得、関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持・強化を図る。
・姿勢の保持や各種の運動・動作が困難な場合、姿勢保持装置など、様々な補助用具等の補助的手段を活用してこれらができるよう支援する。
・自力での身体移動や歩行、歩行器や車椅子による移動など、日常生活に必要な移動能力や、事業所外での移動や交通機関の利用など、社会的な場面における移動能力の向上のための支援を行う。

本
人
支
援

・１人１人の認知の特性を理解し、それらを踏まえ、自分に入ってくる情報を適切に処理できるよう支援する。また、各児童のこだわりに対して寄り添い、適切な支援を行う。
・物の機能や属性、形、色、音が変化する様子、大小、数、重さ、空間、時間等の概念の形成を図ることによって、それを認知や行動の手掛かりとして活用できるよう支援する。

・ボードゲーム等を用いた集団療育などにより、障害の種別や程度、興味・関心等に応じ、言葉によるコミュニケーションだけでなく、表情や身振り等を用いて意思のやりとりが行えるようにするなど、
コミュニケーションに必要な基礎的な能力を身に付けることができるよう支援する。
・コミュニケーションを円滑に行うためには、伝えようとする側と受け取る側との人間関係や、そのときの状況を的確に把握することが重要であることから、場や相手の状況に応じて、主体的にコミュニ
ケーションを展開できるよう支援する。

・自身の感情や気持ち、生理的な状態像に関心を持ち、その変化の幅を安定させることに興味を持つことができるよう援助し、変化の幅が小さく安定した情緒の下で生活ができるよう支
援する。
・他者の気持ちや意図を理解し、他者からの働き掛けを受け止め、それに応ずることや場に応じた適切な行動ができるように支援する。

支援方針
生活指導・機能訓練・社会適応訓練・創作的活動等を通し、１人１人の発達や特性に合わせた支援を行い、社会性及び生活に必要なスキルを身につける。
また、学校と連携し不登校児の支援を行う。

営業時間 送迎実施の有無

法人（事業所）理念
児童１人１人の特性を尊重し、発達支援を行う。
生活に必要なスキルを楽しみながら習得できるよう援助する。

事業所名 とるべ石狩 作成日支援プログラム


